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       未来を語り 未来を創り 未来に残す。  

                                  自給自足で１００％めざせ 食料自給率を 
  

企業繁栄のアドバイザー 

日本の農産物高くても買いましょう。それは日本の自然環境と生命、 
健康等を守ることです。（日本の農産物を高く買う国民運動連盟）  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月１５日(土)(１７日(月))までに確定申告をしなければ

なりませんが、今年は経験者が退職いたしましたので、人出不足の

中残った職員でやりくりしております。 

早め早めに資料等をご準備していただき

まして申告をさせていただきますので、

何卒ご理解とご協力の程重ねてお願い申

し上げます。 
 

令和７年２月吉日 

会長 西田 尚史 

 

 

 

図表の通り、防衛省の予算は増加し

ていますが、農林水産省の予算は減

少するばかりです。これでは本当に

戦争になったら、国民は食料がなく

餓死することになるでしょう。中国

は、国民の１年間の食料在庫を確保

していると聞いています。 

国会議員には、もっと真剣に取り組

んでもらいたいですね。 

そこで同封いたしましたチラシを

ご覧いただき、たくさんのご参加を

お願いします。 

私も確定申告終了後ですので必ず

行くつもりです。 

[参考]時事ドットコムニュース 

※日本の食料自給率は３８％、カナダは２６６％、

オーストラリア２００％、アメリカ１３２％、フ

ランス１２５％、ドイツ８６％、イギリス６５％、

イタリア６０％、スイス５１％ 

カロリーベースでも最低となっています。 

 

 

 

演 題  「環境の変化が与える食料需給への影響」 
 

講 師   大久保 研治 先生  

東京農業大学国際食料情報学部 

国際食農科学科教授 
 

主 催   東京農業大学校友会熊本県支部 
 

プロフィール 

菊陽町生まれ。大津高校卒業後、東京農業大学・

大学院へ進学。 

農業経済学､環境経済学､地域資源管理､生産者･消費者行動等の 

分野を中心に地域や行政さらにはＮＰＯといった関係する社会 

及び組織に対して還元することを念頭に置いた研究活動に取り 

組む。阿蘇地域の放牧主体の肉用牛生産や草原の維持・利用に 

関する報告も多数。 

日  時  令和７年３月１５日(土)１５：００～ 

 

場  所  水前寺共済会館グレーシア 

住所：熊本市中央区水前寺１－３３－１８ 

 

参 加 費   無料 

  

懇 親 会  １７：００～(会費７,０００円) 

 

連  絡  未来税務会計事務所：中満 

      ０９６－３６８－２０３０ 

 

 

 

令和６年分の確定申告がいよいよ始まります。 

申告期限は、原則どおり令和７年２月１７日(月)から３月１７日

(月)です。 

確定申告作成に必要な書類について

早め早めのご準備をよろしくお願い

いたします。送付方法は、郵送、メ

ール、ＬＩＮＥ等で構いません。 

担当者までご相談下さい。 

〇２月３日(月)から３月１７日(月)まで 

・令和６年分贈与税の申告 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ？「相続時精算課税制度」とは？ 

原則として、６０歳以上の父母または祖父母などから、１８歳以

上の子や孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与

税の制度です。 

  この制度の贈与者である父母または祖父母が亡くなった時の相

続税の計算上、相続財産の価格にこの制度を適用した贈与財産の

価額(贈与時の時価)を加算して相続税を計算します。 

 

〇２月１０日(月) 

・１月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

 

〇２月１７日(月)から３月１７日(月)まで 

・令和６年分所得税の確定申告 

 

〇２月２８日(金) 

・１２月決算法人及び決算期の定めのない 

人格なき社団等の確定申告（法人税・消費税等） 

・６月決算法人の中間申告（法人税・消費税等） 

・消費税の年税額４００万円超の３月、６月、９月決算法人の 

３月ごとの中間申告（消費税・地方消費税） 

未来税務会計ニュース 

贈与税は１人の人が１月１日から１２月３１日までの１年間

の間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の１１０万

円を差し引いた残りの額に対してかかります。 

したがって、１年間に贈与を受けた財産の合計額が１１０万円

以下なら贈与税はかかりません。 

（この場合、贈与税の申告は不要です。） 

「相続時精算課税」を選択した場合は、贈与者ごとにその年の

１月１日から１２月３１日までの１年間に贈与を受けた財産

の価額の合計額から２，５００万円の特別控除額を控除した残

額に対して贈与税がかかります。 

「相続時精算課税選択届出書」を受贈者が提出します。 

なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告を提出する場合の

み控除することができます。 

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合

には、２，５００万円からその金額を控除した残額がその年の

特別控除限度額となります。 

２ 月 の 税 務 

確 定 申 告 が 始 ま り ま す 

講 演 会 の お 知 ら せ 

確 定 申 告 に つ い て の お 願 い 

軍事費増強より食料自給率向上のための予算を 
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未来を語り 未来を創り 未来に残す。 

                                

 自給自足で１００％めざせ 食料自給率を 

   

日本の農産物高くても買いましょう。それは日本の自然環境と生命、
健康等を守ることです。（日本の農産物を高く買う国民運動連盟）   

製作・発行：税 理 士 法 人  未 来 税 務 会 計 事 務 所 

      〒862-0933 熊本県熊本市東区小峯 1-1-106 

      Tel：096-368-2030 ／ Fax：096-368-4639 

      http://www.mirai-town.net/ 

電子ニュース希望の方は 

d-matsumoto@miraizeimu.com まで 

確定申告時期に入りました。昨年の１２月に当事務所より郵送又は

メールにて『確定申告のご案内』を送付しておりますが、改めて『確

定申告に必要な書類』をお知らせ致します。 

なお、２月２８日を過ぎましてのご依頼につきましては、特別料金

を頂きますので、何卒ご理解下さいますよう重ねてお願い申し上げ

ます。余裕を持った適正な申告を行うため、皆様のご協力をよろし

くお願いします。 

詳しくは送付致しました『確定申告のご案内』をご覧になるか、担

当者までお問い合わせください。 

１．所得金額の計算に必要なもの 

①売上帳簿、収入明細（請求書、領収証、仕切書等） 

②仕入帳、経費帳等、支払明細（請求書、領収証、ＪＡ購買等） 

③現金出納帳、預金通帳のコピー、手形帳等 

④棚卸表（在庫表） 

⑤給与台帳（給与支払明細） 

⑥牛の売却証明書 

⑦固定資産税・不動産取得税の明細書、納付領収証 

⑧源泉徴収票 

※他に給与・年金（農業者年金も含まれます）・報酬を受け取ら

れている方等 

２．所得控除に必要なもの 

①扶養親族の氏名・生年月日・所得の有無・同居の有無 

②配偶者の氏名・生年月日・所得の有無 

③生命保険・地震保険料の控除証明書 

④小規模企業共済掛金の証明書（領収証） 

⑤健康保険料の支払金額、国民年金等の控除証明書 

３．申告に必要なもの 

 ①所得税確定申告書・決算書・消費税申告書等 

※昨年電子申告されていない方のみ届きます 

②納付書（振替納税をされていない方のみ届きます） 

 ③前年度の確定申告書・決算書の控え 
 

４．住宅ローン控除を利用される方 

 ①土地・家屋の登記簿謄本（登記事項証明書）の原本 

 ②土地建物の売買契約書・工事請負契約書、増改築の場合は増改

築工事証明書のコピー 

 ③住民票の原本（令和６年１月１日以降のもの） 

 ④金融機関から交付を受けた「住宅取得に係る借入金の年末 

残高証明書」の原本 

 ⑤源泉徴収票の原本 
 

５．医療費控除・寄付金控除及び雑損控除を利用される方 

 ①医療費控除の明細書・健康保険組合等が発行する「医療費のお

知らせ」 

 ②セルフメディケーション税制の適用を受けられる方は領収証 

  又は明細書 

 ③保険会社・市町村役場等からの医療費補填金、保険金等の明細 

 ④寄付金の証明書（寄付した団体等から交付されたもの） 

 ⑤源泉徴収票 

 ⑥り災証明書及び災害復旧費用の領収証等 

６．令和６年中に土地、建物等を譲渡、贈与等された方 

 ①土地・建物等の譲渡契約書（コピー）・収用等証明書 

 ②譲渡代金の入金明細（通帳、証書等） 

・取得費等の明細、譲渡費用の明細・源泉徴収票 

・相続税の申告書控え（延納・物納申請書も） 

 

 

 

確定申告の時期となりました。期間内(令和７年

の場合は３月１７日まで)に確定申告できなけれ

ば「期限後申告」となります。 

申告が遅れた日数分、延滞税(年利最高１４．

６％)をあわせて支払う必要があり、場合によっ

ては無申告加算税(最高２０％)を納める必要が生じます。 

延滞や無申告加算税は、本来の納税額に上乗せして納付する罰則的な

税金です。また、青色申告の方は確定申告の期限に遅れると、青色申

告５５万円控除(電子申告の場合６５万円)が受けられなくなるなどの

ペナルティが課されます。 

《参照ＨＰ》令和６年分 確定申告特集 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm 

税目 
確定申告の相談と 

申告書の受付期間 
納期限 

振替日 

振替納税

の場合 

所得税及び 

復興特別所得税 

令和7年2月17日(月) 

～ 

令和7年3月17日(月) 

令和7年 

3月17日(月) 

令和7年 

4月23日

(水) 

個人事業者の消費

税及び地方消費税 

令和7年1月6日(月) 

～ 

令和7年3月31日(月) 

令和7年 

3月31日(月) 

令和7年 

4月30日

(水) 

贈与税 

令和7年2月3日(月) 

～ 

令和7年3月17日(月) 

令和7年 

3月17日(月) 
― 

『確定申告に必要な書類』をお知らせします

確 定 申 告 納 期 限 に つ い て 


